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 保護者の皆様 

 

亘理町教育委員会    

 

学校再開について（お知らせ） 

 保護者の皆様には，日頃より本町の教育行政にご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げ
ます。また，臨時休業期間中におきましは，お子さんの健康管理や安全管理にご配慮いただ
くとともに，分散登校へのご協力に感謝申し上げます。 
さて，宮城県の非常事態宣言解除に伴い，下記のとおり町内の小・中学校を再開していき

ますことをお知らせいたします。 

                   

記 

１ 学校再開日について 

  ６月１日（月）から 

   ※全学年一斉登校とします。 

   ※再開後２～３日は，午前授業とします。 

 

２ 分散登校について 

   現在，町内の全小・中学校において実施しております分散登校について，２９日（金）

まで継続いたします。これまで１週間に１～２回程度の登校日としておりましたが，６

月１日からの再開を見据え，学校の実情に応じて回数を増やすこともあります。登校日

時や下校時刻等について，町や各学校のホームページに掲載しておりますので，ご確認

いただきますようお願いいたします。 

    

３ 給食提供の開始について 

６月８日（月）から，給食提供を開始いたします。 

なお，学校再開後の午前授業日を除き，５日（金）まで，お手数をお掛けいたします

が，お子さんにお弁当を持たせていただきますようお願いいたします。 

 

４ スクールカウンセラーへの相談について 

   新型コロナウイルスに起因するストレス等の問題に関して，スクールカウンセラー

が児童生徒及び保護者のご相談に応じてまいります。 

つきましては，スクールカウンセラーの５月分の来校日を町のホームページに掲載

いたしましたので，ご確認の上，どうぞご利用ください。なお，詳しくは各学校にお

問い合わせくださいますようお願いいたします。 

 

５ その他 

新型コロナウイルス感染症対策にあたって，ご家庭におかれましては，引き続き以下の
点に留意していただきますようお願いいたします。 

◆毎日検温をし，体調の変化がないかをこまめに確認すること。 

◆「早寝・早起き・朝ごはん」を実践し，体調管理に努めること。 

◆風邪症状がある場合には外出を控え，やむを得ず外出する場合には，マスクを着用

すること。 

◆咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底すること。 
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